
 

 

   土地改良法を改正して必要な施策を推進することを求める意見書 

 

 土地改良制度をめぐる現状は、農地の所有者と経営の分離が進んでおり、一筆１資格などの現

行制度では、事業運営を十分に行うことが今後できなくなる懸念があり、組合員の減少に対応し

た組合員資格の拡大や業務運営の適正化など、現行制度の見直しが求められている。 

 よって、現在進められている「農業競争力強化プログラム」による調査・検討を踏まえ、下記

の事項について土地改良法を改正し、必要な施策を推進することを強く要望する。 

記 

１ 所有者が中心の土地改良区における所有者から耕作者への組合員の資格交替を段階的に進め

ること。 

２ 複雑な組合員の資格交替手続を見直し、円滑化を図ること。 

３ 一筆１資格を見直し、現行制度では組合員資格が認められない耕作者や所有者が土地改良区

の構成員として参加できる柔軟な制度を創設すること。 

４ 土地改良区の運営には、耕作者の意向を反映することが重要なことから、現行の理事要件を

見直すこと。 

５ 組合員全員参加の総会に加えて総代会が設置しやすくなるよう土地改良区の組織決定機関を

見直すこと。 

６ 耕作者の意向を踏まえた農業用水の配分ルールの設定や多面的機能支払制度の活動組織によ

る施設管理への参加など柔軟で持続的な仕組みに見直すこと。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成30年３月16日 

 

 

                  熊本県議会議長  岩 下 栄 一 

 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 様 

参 議 院 議 長  伊 達 忠 一 様 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 様 

農 林 水 産 大 臣  齋 藤   健 様 


